
 

    大田区住宅マスタープラン計画期間の 

延伸について 
 

大田区住宅マスタープランは、令和２年度末の改定予定であったが、新型コロナウイ

ス感染症による区財政への影響を踏まえた全庁的事務事業見直しに合わせ、現行計画期

間を２年間延伸する。また、大田区住宅マスタープランの上位計画となる「住生活基本

計画（全国計画）」及び「東京都住宅マスタープラン」等において、社会情勢の変化に即

した改定が行われていることから、動向を注視するとともに、整合性を図りながら改定

作業を進める。 

 

１ 各計画の位置づけ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 国の動向  

住生活基本計画（全国計画） 

  令和２年度 令和３年３月に閣議決定予定 

 

３ 東京都の動向  

 東京都住宅マスタープラン 

  令和３年度 令和３年度中に策定を予定 

 

４ 計画期間  

 〇平成 23（2011）～令和２（2020）年度 ※令和４年（2022）度末まで延伸 

 

５ スケジュール（予定）  

 令和３年度：有識者との意見交換会、庁内検討会・有識者検討委員会の開催 

  令和４年度：庁内検討会・有識者検討委員会の開催、骨子・素案作成、パブコメ、 

改定 

 

まちづくり環境委員会 

令和３年３月８日 

まちづくり推進部 資料 34 番 

所管 建築調整課 

●大田区基本構想 

●新おおた重点プログラム 等 

●住生活基本計画（国） 

●東京都住宅マスタープラン（都） 

 個別分野の計画 

●大田区空家等対策計画など 

大田区住宅マスタープラン 

整合 

連携・整合 


